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「データセンター」の立地誘導に向けて
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「データセンター」の立地誘導に向けて

「新栃木変電所」南側への「データセンター」の立地誘導に取り組んでまいります。

・ 「データセンター」につきましては，生成ＡＩ等の普及・発展により急速な拡大が見込まれるととも
に，災害時における事業継続の観点などから，国におきまして，地方分散を推進しているところであり
ます。

・ このような中，「新栃木変電所(相野沢町)」南側におきましては，比較的早期に大規模な電力供給が
可能でありますことから，その地域特性を生かして「データセンター」の立地を促す適地であります。

・ 本市におきましては，地域の特性を生かして高い付加価値を創出し，かつ，地域に相当の経済的効果
を及ぼす民間事業者等が行う「地域経済牽引事業」を促進する「地域未来投資促進法」を活用するとと
もに，より高い効果が得られる民間事業者を公募するなど，地域の皆様のご理解とご協力をいただきな
がら，早期の「データセンター」の立地誘導に向けて取り組んでまいります。

NTT DATA HPより引用）

【栃木市データセンター建設イメージ】 【サーバールームイメージ（内観）】

NTT 東日本 HPより引用）



【参考】「データセンター」の立地誘導による効果
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・ 地域に根差したAIサービスの提供（スマート農業や自動運転など）
・ 関連企業の誘致・定着，地域産業のＤＸ化の促進
・ 雇用機会の創出
・ データセンター事業者と教育機関等の連携等によるデジタル人材の育成
・ 施設整備に伴う固定資産税等の増加 など

（出所）第1回ワット・ビット連携官民懇談会WG 事務局説明資料より抜粋



「新栃木変電所」及び「立地誘導エリア（約37ha）」の概要
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・ 「新栃木変電所」は県内の再生可能エネルギーが集まる超高圧変電所であり，大規模な電力（最大400MW）
の供給が可能です。

・ 変電所南側の立地誘導エリアは，隣接地であることから，早期の電力供給が可能です。
・ 電力供給に当たっては，複数の系統が集約される変電所であること，また，変電所から地中線で直接供給となる
ため，電力供給の安定性・信頼度が極めて高いです。

・ 浸水想定区域などのハザードの指定がなく，周辺に活断層も存在していない災害リスクの低い安全なエリアです。

電力供給には，この範囲内
(半径50m以内)に受電設備
の設置が必要
(最大供給電力：400MW)

「新栃木変電所」南側
立地誘導エリア約３７ha

（地形地物・字単位で設定）
※ 農振農用地・市街化調整区域

新栃木変電所
（相野沢町）

位置図 新栃木変電所周辺

東北自動車道
上河内スマートICから約5km
大手町(東京都)から約100㎞

※ 宇都宮市及び東京電力パワーグリッドと調整

宇都宮駅から
約13㎞



〇 「データセンター」を整備する民間事業者の公募について

・ 事業計画（開発エリアや整備スケジュールなど）のほか，地域への貢献などについて提案を求めます。

・ 提案内容等を審査し，事業の実現性や高い効果が期待できる民間事業者を選定します。

立地誘導に向けた事業手法について
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・ 「地域未来投資促進法」を活用するとともに，「新栃木変電所」のポテンシャルを最大限に生かし，より高い効
果が得られる民間事業者を公募する事業手法により，早期の「データセンター」の立地誘導に向けて取り組んで
まいります。

〇 「地域未来投資促進法」における規制の特例措置について（※）

・ 農振農用地において，農振除外や農地転用の手続きが可能になります。

・ 市街化調整区域において，変電所の近傍地における10ha以上の「データセンター」開発が可能になります。

※ 「地域未来投資促進法」は，地域の特性を生かして高い付加価値を創出し，かつ，地域に相当の経済的効
果を及ぼす民間事業者等が行う「地域経済牽引事業」を促進することを目的とする法律

（※）「地域未来投資促進法」に基づき，県・市の基本計画において国の同意を得て重点促進区域を設定した上で，民間事業者にて「地域経済牽引事業計
画」を作成し，県の承認を得るなどの法定手続きが必要となります。（参考資料P6参照）



今後の取組スケジュール
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令和 ７年１２月～
「地域未来投資促進法」に係る立地誘導に向けた手続きの実施
・ 「新栃木変電所」南側エリアを「栃木県基本計画」の「重点促進区域」（立地誘導エリア）に設定
⇒ 区域内において，民間事業者による「データセンター」の整備検討が可能

令和 ８年 ４月～
民間事業者の公募
⇒ 提案内容の審査，民間事業者の選定

令和 ９年 ４月～
民間事業者による大規模開発（周辺環境保全など）に係る県・市との協議・調整
⇒ 協議が整った後に，農振除外・農地転用，開発許可等の手続きが可能

令和１１年 ～
民間事業者による用地買収，造成工事，施設整備の実施

※ 取組スケジュールについては，民間事業者から提案される事業計画等により変わる可能性があります。
※ 事業の進捗状況に応じて，地権者説明を実施するなど，ご理解とご協力をいただきながら取り組んでいきます。



【参考】地域未来投資促進法の概要

（目的）
⚫ 地域未来投資促進法は，地域の特性を生かして高い付加価値を創出し，地域に経済的効果を及ぼす民間事業者等

が行う「地域経済牽引事業」を促進するもの。

（手続き）
⚫ 国の基本方針に基づき，都道府県・市町村は基本計画を策定し，国が同意。同意された基本計画に基づき，民間事

業者等は地域経済牽引事業計画を策定し，都道府県知事が承認。

〔主な内容〕

✓ 対象となる区域（促進区域）

✓ 経済的効果に関する目標

✓ 地域の特性 × 地域の特性を活用する分野

✓ 地域経済牽引事業の要件

✓ 事業環境整備の内容

✓ 重点促進区域の設定

市町村・都道府県：基本計画

承認

〔主な内容〕

✓ 事業の内容・実施期間

✓ 地域経済牽引事業の要件への適合性

①地域の特性 × 地域の特性を活用する分野

②付加価値創出額

③地域の事業者に対する経済的効果

民間事業者等：地域経済牽引事業計画

国
：
基
本
方
針

同意

①税制による支援措置 ②金融による支援措置 ③予算による支援措置 ④規制の特例措置 等

支援

6（出所）「地域未来投資促進法に基づく支援措置」（経済産業省）を基に作成



【参考】地域未来投資促進法における特例措置（農地関係）

➢ 栃木県が策定している基本計画（国同意）において，重点促進区域を設定（市町の要請）
当該計画に基づき市町村が土地利用調整計画を策定（県同意）
区域内で民間事業者が地域経済牽引事業計画（県承認）に基づく整備を行う場合に，
以下の特例措置を受けることが可能

① 事業実施場所が農用地区域に当たる場合に，農用地区域からの除外（農振法）

② 事業実施場所が第一種農地に当たる場合でも，農地転用を許可（農地法）

・ 農林調整を行い同意を得られれば，農振除外・農地転用が可能
7（出所）「地域未来投資促進法に基づく支援措置」（経済産業省）を基に作成



【参考】地域未来投資促進法における特例措置（開発許可）
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（出所）「地域未来投資促進法に基づく支援措置」（経済産業省）を基に作成


